
（21）ソフトボール競技 
 

１ 期  日  

令和８年７月４日(土)～５(日) 前期（男子Ａ、Ⅽ 女子Ａ、Ⅽ）  

令和８年７月11日(土)～12(日) 後期（男子Ｂ、Ｄ、Ｅ 女子Ｂ） 

２ 会  場 

 花巻市石鳥谷町 石鳥谷ふれあい運動公園 

３ 競技種別及び種目 

種別、年齢制限及び参加人数は、別表１のとおりとする。 

４ 日  程 

  組合せ抽選後に公表する。 

５ 出 場 枠 

各市町村で各種別ごとに１チームの参加とし、地区予選は実施しない。 

なお、東北総合スポーツ大会・国民スポーツ大会選考の対象とはしない。 

６ 競技方法 

⑴ 競技方法：トーナメント方式とする。 

⑵ 競技規則：(公財)日本ソフトボール協会2026年度オフィシャルソフトボールルールを適用

する。 

⑶ 特別規定：大会の特別規定は、監督会議において指示する。 

⑷ 使 用 球：(公財)日本ソフトボール協会検定ゴム製12インチ球とし、主催者が準備する。 

７ 参加資格   

 ⑴ 令和８年度岩手県ソフトボール協会登録者とし、選手としての参加は１人１種別とする。

ただし、監督又はコーチ等の場合は、他種別の選手として参加できるものとする。 

⑵ 参加市町村及び参加チームは、別表２の競技役員、補助員を帯同しなければならない。帯

同役員等はチームメンバーも可とするが、正規の服装に着替えて業務に当たるものとする。 

８ 参加申込 

第78回岩手県民スポーツ大会開催要項の総則の12による参加申込み手続きを行うこと。参加

申込責任者は、市町村体育・スポーツ協会会長とし、参加申込期限は５月22日(金)必着とする。 

【送付先】〒020-0122 盛岡市みたけ四丁目11-55  一般社団法人岩手県ソフトボール協会 

９ 表  彰 

  各種別優勝チームに優勝旗、第１位から第３位まで賞状を授与する。 

10 連絡事項、その他 

 ⑴ 組合せ抽選 

令和８年６月６日(土)午後３時から、石鳥谷ふれあい運動公園管理棟において公開代理抽

選を行い、各市町村に結果を連絡する。なお、前年度優勝・準優勝チームをシードする。組

合せ抽選後に棄権した市町村は、次年度の当該種別の参加する資格を失うものとする。 

⑵ 監督会議 

   次のとおり開催するので各チームの監督はユニフォームを着用し出席すること。欠席した

チームは棄権したものとみなす。 

〔前期〕⑴ 日 時：令和８年７月４日(土) 午前８時から 

    ⑵ 会 場：石鳥谷ふれあい運動公園 管理棟（通称：蔵） 

〔後期〕⑴ 日 時：令和８年７月11日(土) 午前８時から 

⑵ 会 場：石鳥谷ふれあい運動公園 管理棟（通称：蔵） 

Ⅱ 競技別実施要項 



 ⑶ 開 始 式 

開始式は、各会期の初日の午前９時からＡ球場において行う。市町村旗等を持参し、ユニ

フォーム着用で参加すること。開始式に参加しない場合は棄権とみなす。 

 ⑷ 注意事項 

  ア 参加申し込み後は、参加者の削除及び監督・主将代行者の指定等以外の参加者の変更は

認められないので留意すること。 

  イ ＵＮ（ユニフォーム・ナンバー）は選手1～99番（主将10番、監督30番、コーチ31・32

番）とすること。 

  ウ 参加申込書の記載は、次のとおりとする。 

   (ア) 参 加 種 別：該当事項を○で囲む   

(イ) 市 町 村 名：市町村名を記入 

(ウ) 代 表 者 名：チームの最高責任者を記入 

(エ) 連絡責任者：常時（昼、夜間）電話連絡が可能である者を記入 

(オ) スコアラー：別表１の※２に定める者のみ記入 

(カ) 選 手 登 録：監督・コーチが選手を兼ねる場合は選手欄にも記入 

(キ) 位 置：投手、捕手、一塁手、左翼手等又は内野手、外野手、補欠等を記入 

(ク) 年 齢：４月１日現在の満年齢を記入      

(ケ) 資 格：公認指導者の資格を有する者に番号を記入 

(コ) 加   入：加入欄には傷害保険に加入した場合に〇を記入 

11 競技団体連絡先 

一般社団法人岩手県ソフトボール協会 事務局長 清川 勝 

（TEL/FAX：019-643-5444、E-mail：softball@iwate-softball.jp） 

[別表１] 種別、年齢制限及び参加人数 

種 別 年齢制限 監 督 コーチ スコアラー 選 手 計 

男子 

 

 

Ａ 制限なし 

１ ２ １ 25 29 

Ｂ 40歳以上 

Ｃ 50歳以上 

Ｄ 59歳以上 

Ｅ 68歳以上 

女子 Ａ 制限なし 

Ｂ 30歳以上 

Ｃ 50歳以上 

※１）監督・コーチは原則として、公益財団法人日本ソフトボール協会公認指導者規程 

第２条に定める有資格者でなければならない。ただし、監督・コーチが資格を有し 

ていない場合においては、チーム内に有資格者がいなければならない。 

※２）スコアラーは公式記録員資格を有する者とする。 

[別表２] 帯同競技役員及び競技補助員 

種 別 区 分 審判員 記録員 球場係 

成 年 各チーム 公認審判員１名 公式記録員１名 球場係補助員２名 

※ 球場係補助員は、球場整備に係るライン引き等可能な者が望ましい。 


